
 

 

 

 

 

 

はじめに、基本情報のご記入をお願いします。  

問Ⅰ 基本情報 

1）氏名 

（フリガナ） 

 

2）年齢 

①10 代  ②20 代  

③30 代  ④40 代  

⑤50 代  ⑥60 代 

⑦70 代  ⑧80 代以上 

3）家族構成 

① 一人暮らし 

② 夫婦のみ 

③ 親子（２世代） 

④ 親と子と孫（３世代）    

⑤ その他（         ） 

 

設問  選択 肢  

4）所有形態 

（複数回答可） 

① 土地を所有している 

② 土地を借りている 

③ 建物（建物の一室を含む）を所有している 

④ 建物（建物の一室を含む）を借りている 

5）利用状況 

（複数回答可） 

① 居住している（戸建住宅） 

② 居住している（アパート・マンション等の共同住宅） 

③ 事業を営んでいる 

④ 農業を営んでいる 

⑤ アパート・マンションを賃貸している 

⑥ その他（                     ） 

  

氷川町地区 まちづくり方針（素案）についてのアンケート調査 

「氷川町 まちづくり方針（素案）に関する意見交換会」と同じ資料を同封しています。 

資料をご確認いただき、氷川町地区の今後について、回答にご協力をお願いいたします。 

※該当する番号に〇をつけてください。 

また、その回答の理由等についてご記入ください。 

 
HP 用 



 

設問  選択 肢  

6）所有・賃借等され

ている土地・建物

のエリア 

（複数回答可） 

① Ａゾーン 

② Ｂゾーン 

③ Ｃゾーン 

④ Ｄゾーン 

  

ゾーンがまたがる場合や、判断が

難しい場合は該当するゾーン全て

に〇をつけてください。 

Ｃ 

Ｄ 

Ｂ 

Ａ 

草
加
駅 

草加 
保健所 

氷川 
コミセン 

西町 
小学校 

氷川 
小学校 



 

 
問Ⅱ-1  土地区画整理事業を廃止し、より効果的かつ現実可能な新たなまちづくりとし

て、まちづくり方針（素案）を作成しました。これにより、「安全・安心な住みや

すいまちづくり」を進めることについて、どう思いますか？（資料 P7～8） 

 

① よいと思う 

② 不満がある（理由：                         ） 

③ どちらともいえない  

 

 

 

問Ⅱ-2  『準防火地域の制度内容』で分からない点や気になる点はありましたか？  

（資料 P9～14） 

 

① 理解できた 

② 分からない点・気になる点がある（以下に記載ください） 

＜分からない点・気になる点＞ 

 

 

 

 

問Ⅱ-3  延焼による火災被害の防止につながる『準防火地域指定』について、どう思いま

すか？（資料 P9～14） 

 

① よいと思う 

② 不満がある（理由：                         ） 

③ どちらともいえない  

 

 

 

問Ⅱ-4  良好で安全な住環境の形成のために、『地区計画制度』を本地区へ導入することに

ついてどう思いますか？（資料 P15～22） 

 

① よいと思う 

② 不満がある（理由：                         ） 

③ どちらともいえない  

今後のまちづくりの方向性について 

準防火地域の指定について 

地区計画（素案）について 



 

 

問Ⅱ-5  『地区計画（素案）』では、土地区画整理

事業による現在の住宅地の環境を保つため

に「建築物等の高さの最高限度」について

制限を設けました。 

     各地区の制限についてどう思いますか？    

（資料 P19～20） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住宅ゾーン（A） 建築物等の高さの最高限度： 「12ｍ以下（3 階程度）」とする 

① よいと思う 

② 不満がある（理由：                         ） 

③ どちらともいえない  

 

沿線ゾーン（B） 建築物等の高さの最高限度： 「20ｍ以下（6,7 階程度）」とする 

① よいと思う 

② 不満がある（理由：                         ） 

③ どちらともいえない  

 

沿道ゾーン（C） 建築物等の高さの最高限度： 「20ｍ以下（6,7 階程度）」とする 

① よいと思う 

② 不満がある（理由：                         ） 

③ どちらともいえない  

 

商業ゾーン（D） 建築物等の高さの最高限度：地区計画による高さ制限なし 

① よいと思う 

② 不満がある（理由：                         ） 

③ どちらともいえない  

  



 

問Ⅱ-6  『地区計画（素案）』では、災害時にブロ

ック塀の倒壊を防ぎ交差点箇所等の見通し

を良くするためや、緑豊かな住環境を創出

するために「垣（かき）又は柵（さく）の

構造」について制限を設けました。 

     各地区の制限についてどう思いますか？     

（資料 P21～22） 

 

 

 

 

 

 

 

 

住宅ゾーン（A） 垣又は柵の構造： 「道路に面して設ける垣又は柵の構造は、生垣又は

1.5ｍ以下の透視可能な構造とする。ただし、敷地

地盤面から 0.6ｍ以下の部分は除く。」とする 

※Ａ～Ｄ地区共通 

① よいと思う 

② 不満がある（理由：                         ） 

③ どちらともいえない  

 

沿線ゾーン（B） 垣又は柵の構造 

① よいと思う 

② 不満がある（理由：                         ） 

③ どちらともいえない  

 

沿道ゾーン（C） 垣又は柵の構造 

① よいと思う 

② 不満がある（理由：                         ） 

③ どちらともいえない  

 

商業ゾーン（D） 垣又は柵の構造 

① よいと思う 

② 不満がある（理由：                         ） 

③ どちらともいえない  
  



 

 
問Ⅲ-1  まちづくりの情報について、多くの方々に知ってもらい、意見をいただきたいと

思っております。あなたが情報を得やすい情報媒体は何ですか？（複数回答可） 

 

① 回覧板            ② 掲示板 

③ 草加市ホームページ      ④ 各種 SNS（ライン、インスタグラムなど） 

⑤ その他（                               ） 

 

 

問Ⅲ-2  当地区の今後のまちづくりにどのようなことを期待しますか？ 

 

① 道路整備            ② 防災性の向上・燃えないまちづくり 

③ 地域の交通安全対策       ④ 憩いの場・避難場所の確保 

⑤ その他（                               ） 

 

 

問Ⅲ-3   当地区のまちづくりについてのご意見をご記入ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後のまちづくりに向けて 

質問は以上になります。ご協力ありがとうございました。 

いただいたご意見は、今後の氷川町地区のまちづくりに活用させていただきます。 

同封の返信用封筒にて、切手を貼らずに投函してください。 


